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６ 意見 

 

雨水活用（あまみずかつよう）の推進は、平時は身近な自然の恵みを大切に活

かしつつ、非常時は自然の脅威に適切に対処できる、豊かな感性と能力を、国

民が広く身につけていく上で、重要な取り組みだと考えています。 

 

また、地域防災、地域緑化、地域での環境学習への活用を図ることを通じ、地

域コミュニティ活動の活発化にも資するものと思います。 

 

また、雨水は、天然の軟水であるため、集雨、貯留、配水を適切に行うことで、

界面活性剤を用いた洗濯・洗浄において、水道水よりも利便性を高めることが

できるとともに、界面活性剤の使用量を減らし、環境負荷を下げることに資す

るものです。（詳細は文末の参考資料参照 ※１） 

 

さらに、地域の住民や地方公共団体が、小規模から取り組める公共施策である

ことから、国が先導して施策を進めるだけではなく、国民、NPO、研究機関、事

業者、地方公共団体等の創意工夫を引き出し、自主的な取り組みを活性化して

いくという、新たな公共施策の展開が可能です。 

 

上記４点の観点から、下記該当箇所について、意見を述べます。 

 

（該当箇所） 

第１ 雨水の利用の推進の意義に関する事項 

「雨水の利用は、以下の５点に資することが期待できる。」の箇所について 

 

（意  見） 



 

 

 

掲げられた５点に加え 

「雨水が軟水であることを活かした、洗濯や洗浄における利便性の向上、ならびに

界面活性剤の使用量削減による環境負荷の低減」 

を加えること 

 

 

（該当箇所） 

第２ １ 雨水の利用の用途 

 

（意  見） 

「清掃用水、環境用水」等の列挙の中に「洗濯用水」を加えること 

 

 

（該当箇所） 

第３ １ （２）衛生的環境への配慮 

 

（意  見） 

「雨水の利用のための施設において処理された雨水の水質は、通常、飲用や清浄な

水を必要とする用途には適さない。」との記述を 

「飲用や清浄な水を必要とする用途に雨水を用いる場合は、高度なろ過・消毒施設

の導入と適切な維持管理が必要となる。」との記述に改めること。 

現状の記述では、「雨水は汚い」という、誤った印象を与えるため。 

 

 

（該当箇所） 

第４ １ （２）建築物を新たに建設する場合における雨水の利用のための施設の

設置 

 

（意  見） 

「雨水の利用のための施設の設置が困難または不適当な建築物の考え方」の例とし

て挙げられているうち下記の２点について 

 

「小規模な建築物、集合住宅等でその構造や空間構成上、雨水の利用のための施 

設の設置が困難な建築物」は削除すること。 

小規模な建築物でも、環境啓発的な価値が高いものは有用であるし、集合住宅でも

低コストでの設置可能な技術は存在するため。（※２） 

 

また 

「病院等で清浄な水を必要とするほか、利用者の健康面への配慮から、環境衛生 

上、雨水の利用が不適当な建築物」は 

「病院等で清浄な水を必要とするほか、利用者の健康面への配慮から、環境衛生 

上、雨水の利用のために高度な処理が必要とされる建築物」と改めること。 

第３ １ （２）での意見で述べたのと同様、現行の記述では、「雨水は汚い」との



 

 

 

誤った印象を与える。不適当である理由は、雨水の水質そのものではなく、高度な

利用のためにはコストがかかるという論点のほうが適切であると考えるため。 

 

 

（該当箇所） 

第４ ２ 地方公共団体等における雨水の利用の推進 

 

（意  見） 

「河川、防災、環境、教育等の部署横断の連携を地方公共団体が進めやすいように、

雨水の利用の推進に関連する国の各省庁の施策の情報集約と提供を地方公共団体に

対して行う」と追記する。 

地方公共団体の施策の総合化を支援するため。 

 

 

（該当箇所） 

第４ ３ （３）普及啓発 

 

（意  見） 

「（２）調査研究の推進及び技術者等の育成」と同様、「産・学・ＮＰＯ等と連携し」

の文言を、この箇所にも加えること。 

普及啓発は国だけで行うよりも、さまざまな主体と協力しあって行う事によって効

果が高まるため。 

 

 

（該当箇所） 

第５ １ 雨水の利用の推進のための体制 

 

（意  見） 

現行の記述に加え、「また、産・学・ＮＰＯ等との有機的な連携体制を整備する」と

の記述を加えること。 

雨水の利用の促進は、行政だけでなく、国民、ＮＰＯ、研究者、事業者も自主的に

取り組んできた経緯と実績がある。これらの主体が蓄積してきた知見と人財を活か

すことで、国と地方公共団体だけでは成し得ない、質の高い調査研究や普及啓発等

が可能になるため。 

 

＜参考資料＞ 

※１ 雨水の軟水としての特性を活かした活用事例 

「雨水って、こんなに使える！」  

 http://aoibiwako.shiga-saku.net/e1029629.html 

※２ 集合住宅での活用事例 

「荻浦ガーデンサバーブ」 

http://oginoura.com/environment 

以上、意見として提出いたします。 

http://aoibiwako.shiga-saku.net/e1029629.html
http://oginoura.com/environment

